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平成２３年度事業計画 

 

Ⅰ  基本計画 

えひめ産業振興財団では、県内産業の総合的な支援機関として、新事業の創出や産業

技術の高度化、企業の経営革新、設備導入による経営基盤の強化など地域産業のニーズ

に即応した事業を展開してきた。 

平成２３年度においては、事業及び機能の効率化を図るため、中小企業振興部を廃止

して２部制とし、他の産業支援機関や金融機関等との連携協力のもと、次のとおり事業

を推進していく。なお、公益財団法人として平成２４年４月からスタートできるよう移

行作業を進める。 

総務企画部では、テクノプラザ愛媛及び産業情報センターの管理運営を始め、財団全

体に共通する業務の円滑な推進を図る。また、中小企業の情報化を促進するため、中小

企業支援センター情報ネットワークを運営して各種産業情報の提供を行うとともに、Ｉ

Ｔ人材研修の開催やｅラーニングサービスの提供等を通じ、中小企業の戦略的なＩＴ活

用を支援する。さらに、県内中小企業の安定的、継続的な受注確保と自立化を促進する

ため、広域商談会を開催するほか、発注関連情報を幅広く収集して提供する。 

産業振興部では、ＢＳＯ（ビジネスサポートオフィス）を核に、創業や新商品の開発、

販路拡大に取り組む個人や企業に対し、事業化等の各段階に応じたきめ細かな支援を行

うとともに、チームえびす（えひめビジネスサポートネットワーク）の各機関とも緊密

な連携・協力を図りながら、中小企業の経営課題解決、経営力向上を図る。 

また、インキュベートマネージャーによる入居企業等に対する育成支援を強化、実践

的な経営研修・交流事業の実施など、創業期における企業の支援機能を充実させるほか、 

中小企業者等の先進環境ビジネス及び地域課題解決型ビジネスへの支援を積極的に展開

する。 

さらに、地域中小企業応援ファンドにより、ビジネスの創出や、成長が見込まれる分

野における技術開発、販路開拓、新事業展開等の取組に助成するなど、事業者・中小企

業等が、創業を経て中核企業に発展成長するまでを一貫して支援するとともに、農商工

連携ファンドを活用して、農林漁業者と中小企業者の連携強化による地域経済の活性化

を図る。産学官連携推進についても国の競争的資金を獲得して、大学・公設試等の関係

研究機関と共同研究体制を組織し、戦略的基盤技術高度化支援事業やイノベーションシ

ステム整備事業等を実施することにより、イノベーション創出に向けた研究や地域に密

着した実用化研究の支援を行っている。 
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Ⅱ  事業計画書 

１  総務企画部関係 

 (１)  テクノプラザ愛媛及び愛媛県産業情報センター管理運営事業(会計２､県指定管理) 

愛媛県から管理者として指定を受け、テクノプラザ愛媛及び愛媛県産業情報センターの管

理運営を行う。両施設は、公の施設であることから、公共の利益のため、適正に管理する

とともに、施設の設置目的並びに指定管理者制度に基づき、企業等の多様なニーズに対応し

て、質の高いサービスを提供していく。 

このため、管理運営に当たっては、利用者への公平なサービスの提供と、安全性の確保を

図ることはもとより、効率的な事業を実施し、施設の機能を十分活かしながら、利用の促進

と満足度の高いサービスの提供を推進していく。 

     ①  情報提供業務 

       ホームページに県内中小企業に必要な情報を掲載するほか、国・県の施策に関するリ

ーフレットや、各種調査の報告書等を館内に配置して、情報の提供を行う。 

       更に、入居者に対しては、インキュベーション・マネージャーやビジネスサポートオ

フィス、隣接する産業技術研究所と連携し、それぞれのニーズに応じた情報の提供に努

める。 

②  利用促進業務 

ホームページによる情報発信、施設案内パンフレットの配布、更には経済誌への広告

掲載やマスコミ等への随時情報の提供などを通じ、積極的にＰＲする。 

また、各種団体、企業、大学及び試験研究機関等の機関誌による広報や企業訪問によ

る宣伝活動を行うほか、財団のネットワークを最大限に活用して利用の促進を図る。 

      ③ 施設の維持管理に関する業務 

        施設を適切に運営するために、日常的に施設の点検を行い、安全かつ安心して利用で

きるよう保全に努め、建築物等の不具合については、速やかに改善を図るとともに、清

潔な景観保持に努める。 

 

(２)  公益法人制度改革の対応(会計１) 

平成２３年２月７日開催の評議員・理事会において、公益法人へ移行することが承認されたの

で、平成２４年４月から公益財団法人としてスタートできるよう諸作業を進める。 

・  平成２３年４月                      最初の評議員を選定 

・  平成２３年５月                      新理事・監事等の選任、定款の決定 

・  平成２３年８月～平成２４年３月      県の公益認定審議会へ申請 → 公益認定 

・  平成２４年４月                      公益財団法人スタート 



 

- 3 - 
 

(３)  中小企業支援センター情報ネットワークシステム管理運営事業(会計１､県委託事業) 

愛媛県からの委託を受け、中小企業支援センター情報ネットワーク(ehime-iinet)の管

理・運営を行う。 

インターネットを通じて、中小企業支援機関や商工団体等と連携を図り、各種産業情報、

企業情報、物産情報、商業情報等を収集・発信する。 

 

(４)  中小企業戦略的ＩＴ活用支援事業(会計１､県補助事業) 

中小企業のＩＴ利活用を促進し、経営の効率化を図るため、中小企業に対する的確かつ  

迅速な情報の収集、加工、創出、提供等の体制を確立し、中小企業の戦略的なＩＴ導入を  

支援する。 

    ①  ＩＴ利活用や経営に関するインターネットでの相談に対応する。 

   ② 各企業が実践的なＩＴ活用に関する内容を学べるｅラーニングサービスを提供する。 

③ 企業の戦略的なＩＴ活用事例を調査し、Ｗｅｂ情報誌「情報えひめ」で紹介する。 

   ④ 企業がＩＴ導入の必要性を実感し実践に移すため、実践企業の事例を学ぶセミナーの        

開催などを行う。 

   ⑤ 企業の情報化に資する雑誌、図書、ＤＶＤなど、各種貸出資料を整備する。 

   ⑥ 企業のウェブサイトを診断し、サイトの効果的な構築方法等について助言を行う。 

 

 (５) 高度ＩＴ人材創出・育成事業(会計１､県補助事業) 

高度化する情報関連産業のニーズを踏まえ、実践的かつ即戦力として活躍できる人材を育

成するため、ＩＴ技術者の実務・技術両面のスキルアップにつながる高度ＩＴ人材創出・育

成研修を実施する。 

ア 受講対象者   県内企業者及びその従業員、創業予定者等 

   イ 研修人員    225 名（定員 15 名／講座） 

   ウ 研修内容[15 講座] 

    〈１日間コース〉 

○ プロジェクトリーダーのための心理学（基礎編）講座 

○ ＳＥのためのネットワークセキュリティ講座 

    〈２日間コース〉 

○ リーダーシップ＆マネジメント強化講座 

○ チームリーダーに求められる「直感力と段取り力」講座 

○ プロジェクトリーダーの管理心得講座 

○ ＩＴ技術者のためのリーダーシップ講座 
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○ プロジェクトリーダーの役割と心構え講座 

○ ＩＴ技術者のための問題発見・解決能力講座 

○ 現場で使えるＳＥの技術（レビュー・テスト強化編）講座 

○ 現場で使えるプロジェクトマネジメント（実践力強化）講座 

○ ＪａｖａによるＷｅｂアプリケーション構築（基礎編）講座 

○ システム開発におけるレビュー技法講座 

○ ネットワークセキュリティ講座 

○ ネットワーク運用管理実践講座 

○ Ｗｅｂ技術者のためのセキュリティ対策講座 

 

 (６) 情報化基盤整備促進事業(会計 12､自主事業) 

   中小企業者がコンピュータ等の情報通信機器を有効に活用し、自ら情報化を推進していけ

るよう、ＩＴ利活用に関する啓蒙普及活動や相談・指導事業等に取り組む。 

 

（７）地域産業活性化企業誘致活動事業(会計１､自主事業) 

   愛媛県及び関係市町において策定された県内５地域における企業立地促進法に基づく基本

計画の実現に向けて、本県の産業基盤や特性を活かした企業立地、産業集積を図り、本県地

域経済の活性化や雇用の増大に資するため、「愛媛県地域産業活性化協議会」において、各

種の企業誘致活動を実施する。 

   ① 事業実施主体 愛媛県地域産業活性化協議会（事務局:財団法人えひめ産業振興財団） 

   ② 事業内容 

・企業誘致力向上事業 

      年間を通じて、市町をはじめとする会員団体が一体となって企業の誘致や留置活動

を推進するため、県と会員市町が連携し、常に企業の投資動向を把握し、新たな投資

の可能性のある企業を探るとともに、県内企業の投資動向や雇用動向についても把握

し、県内企業の留置にも努める。また、企業誘致に造詣の深い講師を招いた講演会や

企業誘致アドバイザーとの意見交換会を行い、情報の共有と企業誘致の実現に向けた

意識の向上を図る。 

・「えひめ産業立地フェア 2011 in Osaka」参加事業 

      県が、知事のトップセールスにより、関西圏で初めて実施する企業誘致イベント「え

ひめ産業立地フェア 2011 in Osaka」に参加し、会員市町の工場用地、優遇措置等や地

元企業をＰＲするための展示ブースを設置。基本計画の実現に向けた企業誘致活動を

実施する。 
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(８)  下請企業振興事業(会計１､県補助事業) 

      下請（受注）中小企業には親（発注）企業を、親企業には下請中小企業をそれぞれ紹介し、

取引のあっせんとなる各種事業を実施する。 

   ①  取引情報提供事業 

         受発注情報等収集提供事業 

発注情報、発注計画情報、広域取引情報等、下請中小企業が必要とする発注情報を     

幅広く収集提供することにより、安定的な受注の確保を図る。 

   ②  商談会等開催事業 

          広域商談会開催事業 

            県内外親企業を対象にアンケート調査を実施し、発注ニーズ等を把握するほか、      

親企業を訪問し、より具体的な発注ニーズ等の把握に努め、親企業と県内下請中小      

企業との間で個別面談を行う商談会を開催し、下請中小企業の取引のあっせん及び      

新規取引先の開拓等を図る。 

   ③  取引条件改善講習会等開催事業 

           中小企業取引条件改善講習会開催事業 

県内親企業及び下請中小企業を対象とした、下請中小企業振興法、下請代金支払

遅延等防止法及び下請振興策等の普及・徹底を図るため全国中小企業取引振興協会

と共催で講習会を開催し、より適正で円滑な下請取引の推進を図る。 

      

 (９)  設備資金貸付事業(会計９､自主事業) 

       償還業務及び事後指導業務を実施する。 

  

 (10)  設備貸与事業(会計 10､自主事業) 

       償還業務及び事後指導業務を実施する。 

  

(11)  機械類貸与事業(会計 11､自主事業､県補助事業) 

償還業務及び事後指導業務を実施する。また、中小企業経営革新法や中小企業創造法に規

定する認定を受け設備貸与・機械類貸与事業を利用した企業に優遇措置（利子補給）を行う。 
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２ 産業振興部関係 

(１)  新事業総合支援事業(会計３､県補助事業) 

① 支援体制整備事業 

ア 相談窓口（ビジネスサポートオフィス）における支援 

ビジネスサポートオフィス（ＢＳＯ）にプロジェクトマネージャー、サブマネージ

ャーを配置し、新商品開発や新事業創出に取り組む個人や企業からの相談に対応す

る。 

（相談件数 2,200 件/年） 

イ 県内支援機関ネットワークの形成 

支援機関相互の連携を図るため、新事業支援機関連絡会議を開催する。 

   ② 専門家派遣事業 

    ア 中小企業者から持ち込まれた経営上の問題や、課題の解決を図るため、財団に登録 

     されている専門家（ビジネスアドバイザー）を派遣する。 

    イ 専門家を派遣して問題解決にあたった事例を集めた支援成果事例集を発行し、県内

の各拠点のスキルアップにつなげる。 

③  チャレンジプラン（新商品研究支援事業） 

新商品開発や新事業創出に取り組むグループに対し、３年以内、2,000 千円以内で、研 

究開発に要する経費を支援する。 

④  見本市・展示会への出展及び首都圏でのテストマーケティング実施に対する支援 

  東京等の大都市で開催される見本市・展示会への出展に要する経費を一部支援するとと

もに、愛媛県の東京でのアンテナショップである「せとうち旬彩館」へのイベントスペー

スにおけるテストマーケティング等の支援を行う。 

⑤ パイオニア（金融機関連携融資円滑化事業） 

      地元金融機関と連携し、新商品開発や新事業に取組んでいる企業のうち、有望な案件に

ついて金融機関に対し、財団（ＢＳＯ）が推薦する。財団は１年を限度に必要な専門家を

無料で派遣し経営管理等の指導を行う。 

⑥ 起業家育成施設支援強化事業 

ア 創業準備室の提供（スタートアップ支援オフィス） 

法人を設立して新たな事業を行おうとする個人を対象に、原則３ヶ月、最長１年間、 

創業準備のためのオフィスを提供するとともに適宜助言・支援等を行う。（14 室、  

5,000 円/月） 

イ インキュベーションマネージャー（ＩＭ）養成研修 

創業準備室、インキュベートルーム入居者の育成支援を行うＩＭ養成研修にスタッ

フを派遣する。 
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ウ インキュベーション施設支援強化 

創業準備室及びインキュベートルーム入居者を対象に、ＩＭ等専門家によるサポ

ート、商品化プランニング支援等を行うとともに、入居者同士のビジネス創出交流会

を開催する。 

 

 (２) えひめ先進環境ビジネス創出推進事業(会計３､県委託事業) 

低炭素社会の実現に向け、環境と経営の両立は企業においては急務となっており、環境ビ 

ジネスの分野は、今後大きな成長が見込まれている。そこで、県内事業者等への先進環境ビ 

ジネスへの取組を積極的に支援することにより、県内における先進環境ビジネスの創出を図 

り、県内産業の活性化を目指す。 

 ［事業の内容］ 

① 先進環境ビジネス創出支援プロジェクトマネージャー等の配置 

先進環境ビジネスの創出のため、先進環境ビジネス創出支援プロジェクトマネージャー

１名を配置し、県内おける先進環境ビジネスの創出とその後の普及拡大を図るため、企業

とのマッチング等の支援事業を実施する。 

② 先進環境ビジネスプロジェクトチームへの支援 

「えひめ先進環境ビジネス研究会」で認定されたプロジェクトチームの活動のうち、専

門家の派遣経費について支援し、県内での先進環境ビジネスの創出を促進する。 

  ③ CO2 見える化による商品価値向上への取り組み 

CO2 見える化による商品価値の向上を図るため、ロゴマーク作成、Twitter や USTREAM 

など新たなインターネットツールの活用などを通じて、県産クレジットのブランディン 

グを促進する。 

  ④ えひめの CO2 見える化推進事業 

    ・セミナーの開催、LCA 導入研修及び実務演習、カーボンフットプリント概算値算出支援 

を通じて、県内製品における CO2 見える化を支援する。 

    ・国内最大の環境展示会「エコプロダクツ 2011」に愛媛県ブースとして出展し、県内カ 

ーボンフットプリント製品、カーボンオフセット商品、事業の紹介、解説等を行う。 

 

(３) グリーン・イノベーション関連ビジネス活性化促進事業(会計３､県委託事業) 

   えひめ先進環境ビジネス創出推進事業を補完・連携し、県内事業者に対して、先進環境ビ 

ジネス、省エネルギー関連分野の国等の支援制度、先進事例などを紹介するセミナーを開催 

する。 

 ［事業の内容］ 

① 「えひめ先進環境ビジネス推進セミナー」の開催 
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県内における先進環境ビジネスの創出のため、「えひめ先進環境ビジネス推進セミナー」

を定期的に開催し、県内おける先進環境ビジネスの創出に向けた情報提供および意識啓発

を図る。 

② 専用ホームページの運営 

財団ホームページ内の専用のサイトで運営している、「えひめ先進環境ビジネス研究会」

のホームページにおいて、先進環境ビジネスの創出に関する情報の提供を行うとともに、

「えひめ先進環境ビジネス推進研究会」会員企業相互間の情報共有を促進する。 

 

（４）  債務保証関係事業 

  ① 債務保証事業特別会計(会計４、自主事業) 

    県内で、高い技術力を有しながら、資金調達力の不足のために研究開発に取り組むこと

が出来ない中小企業のために、研究開発資金の借入に対して、無担保の債務保証を実施し

た。新規の保証については、平成 11 年度で終了し、現在事業廃止に向けて検討中である。 

 

  ② 研究開発型投資支援事業(会計８、自主事業) 

    研究開発型企業など活力ある中小企業の育成を図るため、株式や社債の引受けを通じ    

た投資面での支援を行うとともに、研究開発型企業が必要とする機械設備を購入し、これ

を貸与又はリースを行う。新規の投資、貸与及びリースは平成 14 年度で終了しており、最

終償還は 22 年度中に終了し、現在事業廃止に向けて検討中である。 

 

（５）  地域中小企業応援ファンド事業(会計６､自主事業) 

地域資源を活用したビジネスの創出に取り組む個人やグループ活動等の企業化を支援す

るほか、県内の既存産業の高付加価値化、高度化を図るとともに、販路開拓、新事業展開

等の取り組みなどを支援することにより、ビジネスの裾野拡大、ひいては次代を担う新産

業の育成や雇用の創出を目指す。 

また、農林漁業者と中小企業者等がお互いの経営資源を活用し、連携して行う新たな商

品・サービスの開発による事業化の取組などを支援することにより、農商工連携強化によ

る地域経済の活性化を図る。 

① 地域密着型ビジネス創出助成事業 

 ア 助成対象者 

（ア）法人を設立して地域に密着した事業に取り組もうとする個人又はグループ 

（イ）地域に密着した事業に新たに取り組もうとする創業後５年未満の中小企業者 
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イ 支援方法 

地域密着型ビジネスを実施するために必要な経費の助成を行う。 

○一般枠 

    県内で培われた製造技術や豊富な農林水産物、良質な自然資源など、地域資源や地域

のニーズを活かした「地域密着型ビジネス」の立上げへの助成 

・助成率    ３分の２以内 

・助成限度額  ３，０００千円 

・助成期間   １年以内 

     ○ビジネスデザイン枠 

       デザイナー等との協働による商品開発、デザイン企画開発等への取組やビジネス

デザインの確立に向けた取組への助成 

      ・助成率    ２分の１以内 

      ・助成限度額  １，５００千円 

      ・助成期間   １年以内 

○メッセチャレンジ枠 

       国内外で開催される見本市、商談会等への出展、参加又はこれらの主催による市

場開拓等の取組への助成 

      ・助成率    ２分の１以内 

      ・助成限度額  ５００千円 

      ・助成期間   １年以内 

② 地域密着型ビジネス創出支援事業 

ア コーディネーターの設置 

地域密着型ビジネス担当のコーディネーターを配置し、ビジネスシーズの発掘と事業

化へ向けたコーディネートを行うとともに、発掘案件の事業計画・収支計画等ビジネス

プランの作成支援などを行う。 

イ ワークショップ開催事業 

地域密着型ビジネスに取り組もうとする個人やグループを対象に事業計画の作成や、

特定分野における商品開発、マーケティングの指導など、専門家による研修を実施する

とともに、販路拡大支援により商品・サービスの収益力を高め創業率の向上を図る。 
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③ 活力創出助成事業 

ア 助成対象者 

     愛媛県内に本社若しくは主たる事業所を有する者（これから創設する場合も含む。）

又は立地する者のうち、中小企業者又は中小企業者のグループ 

イ 支援方法 

     既存産業の高付加価値化・高度化への取組に必要な経費の助成を行う。 

   （ア）えひめプロダクツ市場開拓助成事業 

     ○ビジネスデザイン助成事業 

       デザイナー等との協働による商品開発、デザイン企画開発等への取組やビジネス

デザインの確立に向けた取組への助成 

      ・助成率    ２分の１以内 

      ・助成限度額  重点枠：２，５００千円、一般枠：１，５００千円 

      ・助成期間   １年以内 

○メッセチャレンジ助成事業 

       国内外で開催される見本市、商談会等への出展、参加又はこれらの主催による市

場開拓等の取組への助成 

      ・助成率    ２分の１以内 

      ・助成限度額  ５００千円 

      ・助成期間   １年以内 

（イ）がんばるものづくり企業助成事業 

○ＦＳ調査助成事業 

       独創的で市場性の見込まれる技術シーズについての技術的データの取得・検証、

独創的な新製品・新サービスによる事業展開に関する市場性・事業性向上に係る調

査研究等の取組への助成 

      ・助成率    ３分の２以内 

      ・助成限度額  １，０００千円 

      ・助成期間   １年以内 
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○スーパーベンチャー助成事業 

       独創的で著しく新規性のある創造的知識を活用したリスクの高い新技術の研究開

発等の取組への助成 

      ・助成率    ５分の４以内 

      ・助成限度額  ２０，０００千円／年 

      ・助成期間   最大２年 

○研究開発助成事業 

       ものづくり分野においてけん引役となるような新技術・新製品の研究開発、県内

の健康福祉研究成果を事業化するための新技術・新製品の研究開発や、ＩＴ分野の

有望案件に係る新技術・新製品の研究開発の取組への助成 

      ・助成率    ３分の２以内 

      ・助成限度額  一般枠：２０，０００千円、小規模枠：３，０００千円 

      ・助成期間   最大２年 

（ウ）新規ビジネス展開助成事業 

       本県が有する優れた技術シーズを活用した新事業の展開や、新製品・新サービス

による新たな事業展開の取組への助成 

      ・助成率    ２分の１以内 

      ・助成限度額  ５，０００千円 

      ・助成期間   １年以内 

④ 活力創出支援事業 

ア ものづくり企業マッチング支援事業 

（ア）素材・技術等マッチング交流会事業 

大手企業等と県内中小企業等との素材・技術等に関するマッチング交流会を開催す

る。 

（イ）ものづくり企業連携コーディネート支援事業 

知事が承認した産業支援機関が取り組む県内ものづくり中小企業群や県内外大手

企業等の連携コーディネートによる、県内中小企業における新製品開発等支援に必要

な経費の助成を行う。 

      ・助成率    １０分の１０以内 

      ・助成限度額  ７，０００千円 

      ・助成期間   １年以内 
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イ えひめプロダクツ市場開拓支援事業 

（ア）えひめプロダクツ販路開拓支援事業 

知事が承認した産業支援機関が取り組む県内商品の国内の販売見込み先の開拓支援

に必要な経費の助成を行う。 

・助成率    １０分の１０以内 

      ・助成限度額  ２，９００千円 

   ・助成期間   １年以内 

（イ）事業可能性基礎調査事業 

試作品又は商品化されて２年以内の商品を対象に、財団スタッフや登録アドバイザ

ー等の専門家が独自の事業可能性調査・市場調査等を行う。 

（ウ）海外販路開拓支援事業 

知事が承認した産業支援機関が取り組む県内商品の国外の販売見込み先の開拓支援

に必要な経費の助成を行う。 

      ・助成率    １０分の１０以内 

      ・助成限度額  ５００千円 

      ・助成期間   １年以内 

ウ 技術・経営力フォローアップ事業 

（ア）ハンズオン支援事業 

○ がんばるものづくり企業ハンズオン支援事業 

がんばるものづくり企業助成事業等実施事業者へのハンズオン支援を実施する。 

○ 高度情報通信分野進出事業者ハンズオン支援事業 

高度情報通信分野進出事業者に対するハンズオン支援を実施する。 

（イ）ハンズオン助成事業 

知事が承認した産業支援機関が取り組むがんばるものづくり企業助成事業等実施事

業者へのハンズオン支援に必要な経費の助成を行う。 

      ・助成率    １０分の１０以内 

      ・助成限度額  ５００千円 

      ・助成期間   １年以内 

⑤ 農商工連携助成事業 

ア 助成対象者 

愛媛県内に主たる生産拠点のある農林漁業者と中小企業者又は自ら事業を行うＮＰＯ

法人等の中小企業者以外の者との連携体。ただし、連携体のうち、愛媛県内に本社又は

事業所等を有しない者は除く。 
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イ 支援方法 

農商工連携による新商品開発等の事業化への取組に必要な経費の助成を行う。 

（ア）助成率    ３分の２以内 

（イ）助成限度額  ５，０００千円 

（ウ）助成期間   原則として１年以内（真にやむを得ない場合は２年以内） 

⑥ 農商工連携支援事業 

ア 助成対象者 

財団法人えひめ産業振興財団又は農林漁業者と中小企業者等との連携体を支援する事

業を行う者 

イ 支援方法 

農林漁業者と中小企業者等との連携体を支援する事業に必要な経費の助成を行う。 

（ア）助成率    １０分の１０以内 

（イ）助成限度額  ３，０００千円 

（ウ）助成期間   １年以内 

⑦ 管理事業 

地域密着型ビジネス創出助成事業、地域密着型ビジネス創出支援事業、活力創出助成事

業、活力創出支援事業、農商工連携助成事業及び農商工連携支援事業を円滑かつ適正に実

施するために必要な交付事務及び運用事務等の業務を行う。 

 

 (６) 中小企業活力創出アシスト事業（県ふるさと雇用再生特別基金事業）(会計３､県委託事業) 

本県経済の活性化を図るためには、中小企業が持つ優れた技術の育成や経営基盤の強化等

への支援に引き続き取り組んでいくことが重要である。 

このため、県ふるさと雇用再生特別基金事業を活用して、県内中小企業の経営課題の抽出

等に取り組むとともに、本事業の実施を通じて、従事する新規雇用者のコーディネート技

術の向上を図る。 

 ［事業の内容］ 

①  中小企業活力創出コーディネーター等の配置 

調査の実働組織として、調査を統括する中小企業活力創出コーディネーター１名及び実

地に県内企業の訪問調査等を行う調査コーディネーター５名並びに、事務補助員３名を配

置する。 

② 調査 

中小企業活力創出コーディネーターの指揮の下、調査コーディネーターが県内の中小企

業等を訪問して、経営状況の調査、経営課題の抽出、各種支援策の提案等を行う他、県・

財団等の助成事業終了企業に対するフォローアップを実施する。 
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③ 研修会の実施 

中小企業活力創出コーディネーター等の能力向上を図るため、財団コーディネーター等

との研修会を開催する。 

 

(７) 農商工連携プロジェクトマネージャー設置事業(会計３､県補助金) 

えひめ農商工連携ファンド事業を計画的、効果的に実施するため、財団に農商工連携プロ

ジェクトマネージャー１名を配置し、県内の農商工連携の促進を図る。 

 

(８) 起業化シーズ育成支援事業  (会計５､自主事業) 

大学等高等教育機関及び公設試験研究機関の技術シーズの発掘を行い、産業界の新事業進

出や既存企業の新事業展開に寄与するため、大学・公設試等の研究者が実施する独創的な研

究開発に対し助成を行う。 

［大学等高等教育機関向け］ 

○対象者：県内大学等高等教育機関に所属する個人及びグループ 

○対象事業：新産業の創出及び企業の新事業展開につながる可能性のある研究 

○補助額：１，０００千円 （１，０００千円未満の場合はその額） 

○採択予定件数:３件 

［公設試験研究機関向け］ 

○対象者：県内公設試験研究機関(経済労働部及び農林水産部に限る。) 

○対象事業：新産業の創出及び企業の新事業展開につながる可能性のある研究 

○委託額：１，０００千円 （１，０００千円未満の場合はその額） 

○採択予定件数:２件 

 

(９) ライフサポート産業支援事業(会計７､自主事業) 

   ○ネットワーク形成事業 

  四国テクノブリッジ計画で位置付けられた「ライフサポート産業ネットワーク形成事

業」を引き続き実施し、企業間のマッチングや各種事業関係者との連携により、新事業

化・新商品化への取り組みをサポートする。 

○研究部会支援事業 

ライフサポート産業関連の新商品、新事業の創出を図る研究部会を開催し、生活支援

用具をはじめとする人々の身近な生活に役立つ製品の商品化、試作開発や生活に密接な

関連をもつ環境ビジネスの事業化へ向けた取り組みに要する経費を支援する。 
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 ［２２年度からの継続研究部会１件］ 

 ・「多機能ステッキ研究部会」 

［新規研究部会予定件数２件］ 

 

(10) 中小企業製品開発プロジェクト支援事業 (会計７､自主事業(新規)) 

国の競争的資金に係る研究が終了した後、外部アドバイザーによる助言や新製品に係る市

場調査、技術調査、特許情報の調査など、補完研究を行うことにより製品開発のフォローア

ップを図ることで、研究成果の商品化を支援する。 

［新規研究会予定件数３件］ 

 

(11)  戦略的技術開発プロジェクトブラッシュアップ事業 (会計３､県委託事業) 

   （旧先導技術プロジェクト育成委員会） 

プロジェクト・プロデューサー及びサブ・プロデューサーの発掘した共同研究テーマに

ついて、その技術的な内容、市場性、技術開発体制等を評価、助言し、競争的資金の獲得

や事業化に向け、提案予定内容に対応した専門家を招聘して、プロジェクトのブラッシュ

アップを図る。 

○専門家（延８名程度） 

 

 (12)  イノベーションシステム整備事業(会計３､国補助事業) 

地域イノベーション戦略支援プログラム（都市エリア型） 

早急な課題である「魚類養殖の高度管理技術」「未利用バイオマスを活用した魚類飼料

開発」「温暖化に対応する新たな真珠養殖技術」について、高収益で、かつ安全・安心を

保障できる「持続可能な“えひめ発”日本型養殖モデル」の創出を目的とした大学の先端

科学技術、公設試験機関の優れた技術シーズと地域養殖業関係者の保有する技術を融合さ

せた研究開発を実施する。 

○事業推進体制 

       中核機関 財団法人えひめ産業振興財団 

○研究実施機関 

(学) 愛媛大学、高知大学、香川大学、徳島文理大学、三重大学、水産大学校 

(官) 愛媛県農林水産研究所 

○研究開発及び事業内容 

・高度管理型魚類養殖技術の研究開発 



 

- 16 - 
 

・未利用バイオマス飼料化技術の研究開発 

・温暖化対応型真珠養殖技術の研究開発 

・可能性試験等 

○事業実施期間 

平成２１年度から２３年度(３年間) 

 

(13)  戦略的基盤技術高度化支援事業（会計３、国委託事業） 

我が国製造業の国際競争力の強化と新たな事業を目指し、中小企業のものづくり基盤技術

（鋳造、鍛造、切削、めっき等 20 分野）に資する革新的かつハイリスクな研究開発等を促進

することを目的とする。 

①炭素繊維強化プラスチック用三次元形状のプレス切断金型の開発および成型／切断金型の

開発 

○事業推進体制 

管理法人   財団法人えひめ産業振興財団 

○再委託機関（研究実施機関） 

中小企業   ㈱山本製作所 

その他の機関 東レ㈱、県産業技術研究所、愛媛大学 

○事業の概要 

自動車産業における重要課題「軽量化」の素材として炭素繊維強化プラスチック

（CFRP）が注目されているが、三次元形状の部品を切断し生産性を上げるには課題が

ある。温度調節した金型のプレス加工・切断を同時にする技術で解決を図る。そのた

め、本研究開発は CFRP 素材関連技術と金型製造技術、複合材解析技術を活用して、難

切断材の CFRP 製品をプレス切断する金型及び成形/切断する金型を開発する。 

○事業実施期間 

平成２２年度から平成２４年度（３年間） 

 

②天然高分子原料を使用した微細繊維複合不織布の開発 

○事業推進体制 

管理法人   財団法人えひめ産業振興財団 
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○再委託機関（研究実施機関） 

中小企業   シンワ㈱ 

その他の機関 県産業技術研究所、新居浜工業高等専門学校 

○事業の概要 

医療用創傷被覆材は、感染を防止し、より早く治し、より皮膚への刺激が少なく、

より柔軟であることが要望されている。創傷側シートにキトサン等の生体適合原料を

使用し、更にナノ化すれば、密着性、保湿性にも優れる。そこでナノファイバー紡糸

技術を高度化し、安定で低コスト化した天然高分子ナノファイバー複合不織布の製造

技術を確立する。 

○事業実施期間 

平成２２年度から平成２３年度（２年間） 

 

③バイオガスの高度精製・熱量調整設備の開発 

○事業推進体制 

管理法人   財団法人えひめ産業振興財団 

○再委託機関（研究実施機関） 

中小企業   萩尾高圧容器㈱ 

その他の機関 愛媛大学、クラレケミカル㈱、県産業技術研究所 

○事業の概要 

下水汚泥や食品廃棄物などから生産されるバイオガスはカーボンニュートラルの面

から高度利用が求められている。全国の下水道処理場では年間３億ｍ3 生産されてい

るが、そのほとんどが製造工場での場内消費で、このバイオガスの高度利用として都

市ガス会社の導管注入が義務付けられた。高度利用を行うため、バイオガス中の硫化

水素除去及び自動熱量調整装置を開発するとともに、熱量調整用 LPG 中の脱硫剤の開

発を行う。 

○事業実施期間 

平成２２年度から平成２３年度（２年間） 
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(14)  愛媛県地域連携・提案型重点分野雇用創出事業（会計３、県委託事業） 

県内企業や団体等が愛媛ＥＶ関連産業の創出等を図っていくため「愛媛県ＥＶ推進協会」

が発足した。当財団は事務局として、協会会員支援（情報提供、研究会運営等）の事業を実

施する。 

○ 愛媛県ＥＶ推進協会の概要 

県のＥＶ開発プロジェクトと連携した県内企業等におけるビジネス化の支援を目的とし

て、平成２２年１０月２２日に会員数１１０企業で設立した。 

（平成 23 年 2 月 28 日現在で、123 会員） 

○ 事業の概要 

・会員への情報提供（ＨＰの開設、メールマガジンの配信） 

・研究会の設置と活動への支援 

○ 事務局 

財団法人えひめ産業振興財団 

○ 事業実施期間 

平成２２年１２月１３日から平成２３年１１月末まで。 

 

(15)  ロボットスーツを活用した健康ビジネス推進事業 （会計 3、県委託事業(新規)） 

高齢者・障害者のリハビリ訓練や介助における支援機器として、医療機関・福祉施設にお

ける活用や普及が見込まれるロボットスーツについて、技術の活用や普及に伴う周辺機器の

開発等により、企業の成長分野への進出を支援するとともに、医療・福祉分野における利用

拡大、ロボットスーツを活用した健康ビジネスの推進を図る。 

 [事業の内容] 

① ロボットスーツの展示・体験試着 

     テクノプラザ愛媛にロボットスーツの展示・体験試着コーナーを設置し、展示案内、

実演等のＰＲ活動を実施する。 

② 医療機関・福祉施設等における活用支援 

     医療機関・福祉施設・企業等に出向き、ロボットスーツを活用したリハビリ訓練等の

実演・取扱説明を行う中で、周辺機器等のニーズ、活用アイデア等を取りまとめ、情報

提供する。 
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③ マネージャー、展示案内員の設置 

     事業の進行管理、ロボットスーツの展示案内・実演等ＰＲ活動の責任者となるマネー

ジャー１名、業務を補助する展示案内員２名を新規雇用する。 

  [事業実施期間] 

   平成２３年度（１ヶ年） 

 

 

 


